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 [要約] 

 本稿では、TOPIX500採用会社のうち、任意開示書類（統合報告書、サステナビリティレ

ポートなど）を発行している企業（439 社）の 2022年 9月末時点における TCFD に沿っ

た情報開示の状況を整理し、今後の開示に向けて得られた示唆について述べる。 

 「ガバナンス」については、気候変動に関するガバナンスや取り組みの推進の体制・プ

ロセス（347 社）、ガバナンスや取り組みの推進に関わる機関の役割（220社）やメンバ

ー（211社）を開示している企業が多く見られた。 

 「リスク管理」については、気候変動リスクの特定・評価プロセス（232社）、リスク管

理プロセス（274社）、企業全体のリスク管理への気候変動リスク管理の統合（277社）

に関する開示が行われていた。 

 今後、有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が求められることが想定される。

金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループから、特に「ガバナンス」と「リ

スク管理」については、企業が自社の経営環境などを踏まえたサステナビリティ情報の

認識や重要性の判断をするための枠組みが必要となる観点から、全ての企業が開示す

べきと提案されている。上場会社等は、投資家のニーズに応えるためにも、他社の開示

状況なども参考にしつつ、積極的な開示を進めていくことが期待されるだろう。 

 

１．上場会社を中心とした TCFDに沿った情報開示拡充の背景 

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の基準を参考とした企業による気候変動に関す

る情報の開示が広がっている。2022 年 10 月時点でわが国では既に 1,000 以上の企業・機関が

TCFDに基づく開示への賛同を示している。 

足元で TCFD に沿った開示が拡充している背景には、もちろん気候変動リスクへの企業の対応

に係る緊急性が高まっていることもあるが、法令諸規則でこうしたリスクに関する情報開示が
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求められるようになってきていることが大きいと考えられる。 

2021年 6月には東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード（CGコード）が改訂され、

特にプライム市場上場会社に TCFD に基づく開示の充実を進めることが求められている。また、

2022年 6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告 －中長期

的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて－」（DWG 報告）においては、上場会社等

が提出する有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設し、TCFD を参考に、サステ

ナビリティに関する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」を開示することが提

案されている 1。気候変動についても企業の対応が重要であると判断する場合には開示すべきと

されている。 

さらに、国内だけではなく、国際的にも気候変動情報の開示に向けた基準の策定が進められて

いる。国際的な会計基準の設定に関わる IFRS 財団が、2021 年 11 月に国際サステナビリティ基

準審議会（ISSB）の設立を公表した。この ISSBの下で、国際的・統一的なサステナビリティ情

報の開示基準の策定が進められている。ISSBは 2022年 3月にサステナビリティ全般、気候関連

情報の開示に係る二つの公開草案を公表している 2。わが国でも ISSB の基準を踏まえ、国内で

の情報開示基準や規制に反映していくことが想定されている。 

上場会社等は有価証券報告書でのサステナビリティ情報の記載や国際的な開示基準の設定へ

の対応などに向けて、TCFD に沿った気候変動に関する情報の開示を進めていくことが必要と考

えられる。 

本稿ではこうした状況を受け、2022年 9月末時点における TOPIX500採用会社の任意開示書類

（統合報告書、サステナビリティレポートなど）での TCFD に沿った情報開示の状況を整理し、全

体的な開示の進捗を見つつ、今後のさらなる開示の拡充に向けた示唆を得る。今回は、全ての上

場会社に対して有価証券報告書で記載を求めることが想定されている「ガバナンス」、「リスク

管理」について整理する。 

【調査対象】 

 TOPIX500採用会社のうち、任意開示書類（統合報告書、アニュアルレポート、サステナビ

リティレポート、CSR 報告書など）を発行している 439社 

 上記 439 社のうち、統合報告書、アニュアルレポートなどの財務情報と非財務情報を関連

させた報告書を発行している会社は 410社（うち 267社が 2022年版を既に発行済み） 

 上記 439社のうち、サステナビリティレポート、CSR報告書などの特に非財務情報に焦点を

合わせた報告書を発行している会社は 190社（うち 90社が 2022年版を既に発行済み） 

 任意開示書類の中で、気候変動に関する情報についてウェブサイトのリンクや TCFDレポー

トなどを参照する旨が記載されている場合は、参照先の情報も集計している 

                                 
1 DWG報告での提案について、詳しくは拙著「ディスクロージャーワーキング・グループ報告（サステナビリ

ティ情報の開示拡充）」（2022年 6月 20日、大和総研レポート）を参照。 
2 ISSBの二つの公開草案について、詳しくは拙著「企業のサステナビリティ情報の開示に関する国際的な基準

案が公表」（2022年 4月 22日、大和総研レポート）、「企業の気候変動情報の開示に関する国際的な基準案が公

表」（2022年 4月 22日、大和総研レポート）を参照。 

https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20220620_023110.html
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20220620_023110.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022988.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022988.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022993.html
https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20220422_022993.html
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２．TOPIX500採用会社における気候変動に関する情報開示の状況 

本稿では、TCFDの基準（図表 1）を踏まえつつ、各企業で共通して開示されている情報を集計

している。また、先述の新たな国際的基準である ISSBの公開草案も参考にしつつ、今後さらに

開示が求められ得る情報についても、現時点での開示状況を整理する。 

図表 1 TCFDの基準で求められている情報開示 

 
（出所）TCFD（2017）“Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures”より大和総研作成 

 

（１）ガバナンス 

気候変動に関するガバナンスについては、TCFD では図表 1 の通り、気候関連リスク・機会に

対する取締役会の監督や、評価・管理を行う上での経営者の役割を記載することが推奨されて

いる。また、ISSB の公開草案では、ガバナンスを行う機関とそのメンバー、取締役会などが気

候関連リスク・機会についての報告を受けるプロセス、KPIをモニタリングする方法、気候変動

リスク・機会を企業の方針などにどのように反映しているか、気候変動に関連する業績指標が

報酬方針にどのように含まれるか、などを開示することが求められている。 

本稿ではこれらを踏まえ、図表 2の通り、各情報の開示の有無について集計を行った。なお、

ここでは気候変動に関する記載もしくは TCFD に沿った記載がある場合のみカウントした。ガバ

ナンスに関する記載がある場合であっても、気候変動や脱炭素、地球温暖化などについて言及

していない場合はカウントをしていない。 

 

ガバナンス
（Governance)

戦略
（Strategy）

リスク管理
（Risk Management）

指標と目標
（Metrics and Targets)

気候関連のリスクと機会に
関する組織のガバナンスを
開示する。

組織の事業、戦略、財務計
画において、気候関連のリ
スクと機会の実際的及び潜
在的なインパクトが重要性
を持つ場合にはこれを開示
する。

組織の気候関連リスクの 特
定、評価、管理方法を開示
する。

気候関連リスクと機会を評
価及び管理する指標と目標
が重要性を持つ場合には開
示する。

a）気候関連リスクと機会に
対する取締役会の監督につ
いて記述する。

a）組織が短期、中期、長期
タームで特定した気候関連
リスクと機会について記述
する。

a)気候関連リスクを特定し、
評価するための組織的なプ
ロセスについて記述する。

a）気候関連リスクと機会の
評価を組織全体の戦略とリ
スク管理プロセスに統合し
て実施するために組織が活
用した指標について記述す
る。

ｂ）組織の事業、戦略、財
務計画への気候関連リスク
のインパクトについて記述
する。

ｂ）気候関連リスクを管理
するための組織的プロセス
について記述する。

ｂ）スコープ 1、 2、必要に
応じて3の温室効果ガス排出
量と関連リスクについて開
示する。

ｃ）2℃あるいはそれ以下の
異なるシナリオを考慮した
組織戦略のレジリエンスに
ついて記述する。

ｃ）気候変動リスクの特
定、評価、管理に係るプロ
セスを組織全体のリスク管
理にどのように統合するか
について記述する。

ｃ）気候関連リスクと機会
及びパフォーマンスの管理
のために組織が活用した目
標を記述する。

提
言

推
奨
さ
れ
る
開
示
項
目

ｂ）気候関連リスクと機会
を評価・管理する上での経
営者の役割について記述す
る。
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図表 2 TOPIX500採用会社における気候変動に関するガバナンスについての情報開示の有無 

 
（出所）各企業の任意開示書類より大和総研作成 

 

①ガバナンス機関や報告のプロセス、各機関の役割、メンバー 

ガバナンスに関して、TOPIX500採用会社の多く（347社）が取締役会による気候変動に関する

取り組みの監督、進捗に関する報告のプロセス、サステナビリティに関する委員会などによる

推進の体制について開示していた。そのうち、サステナビリティに関する任意の委員会や会議

体を設置している企業は 319 社に上る。サステナビリティに関する取り組みの推進を行ってい

く上で委員会を設置するか否かは企業によるが、企業全体の様子を把握しながら経営レベルで

進捗のモニタリングや戦略への反映を審議しつつ各部門への落とし込みを行うために、代表取

締役などを委員長とした委員会を設置している企業が多く見られた。 

上場会社等は気候変動への取り組みを行っていく上で、委員会を設置するかなど、自社に適し

た体制の検討・整備を行いつつ、その体制や取締役会への報告のプロセスなどを開示していく

ことが少なくとも求められるのではないだろうか。 

また、気候変動のガバナンスや取り組みの推進に関わる機関の役割（220社）やメンバー（211

社）について開示を行っている企業は、ガバナンスに関する開示を行っている企業の約 6 割で

あった。機関の役割を開示することによって、特に取締役会のほかに任意の委員会やその下部

組織を設置している企業においては、どの機関が方針、戦略、KPIなどに対する監督、決定、審

議、推進を行っているのかを投資家に向けて説明することが可能となる。 

さらにメンバーを開示することは、経営陣が審議への参加を通じて気候変動への対応が経営

に反映されていることについて説明責任を果たしているのか、審議を行う上で必要とされるサ

48
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202

95

209

211

220

347

0 100 200 300 400

役員報酬における温室効果ガス

（GHG）排出量・削減量などの考慮

戦略などにおける気候変動リスクの考慮

指標・目標のモニタリング

各機関における審議内容

各機関の活動日数・日程

取締役会以外のガバナンスに

関する機関のメンバー

ガバナンスに関する機関の役割

ガバナンス機関や報告のプロセス
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ステナビリティに関するスキルを持った者が参加しているのか、社外取締役や監査役が参加し

ていることで第三者のチェックが入っているのかなどを明確化するという重要な意味がある。

ガバナンス機関のメンバーを開示している 211 社のほかに、委員長だけを開示している企業も

111 社ほど見られたが、メンバー全体を開示することが投資家の理解を促すためにもより効果的

であると考えられる。 

投資家のニーズに応えるためには、ガバナンスの体制を十分に説明する上で、各機関の役割や

メンバーについての記載を充実させていくことも重要であろう。 

 

②各機関の活動状況 

気候変動のガバナンスに関する機関について、さらに一歩進んだ情報開示として、活動状況を

開示している企業も見られた。具体的には、開催頻度（209社、うち具体的な開催日程を開示し

ている企業は 43 社）や主な検討事項（95社）を開示している企業が一部見られた。 

ガバナンス機関の活動状況に関連して、DWG報告ではコーポレートガバナンスに関する開示を

充実させるために、有価証券報告書で取締役会や指名委員会・報酬委員会の活動状況（開催頻

度、主な検討事項、個々の構成員の出席状況）を開示することが提案されている。この背景には、

投資家の取締役会、指名委員会、報酬委員会の機能発揮の状況に対する関心が高まっているこ

とがある。 

気候変動に関するガバナンス機関についても、①で記載したガバナンス機関の役割や機能が

本当に果たされているのか、発揮されているのかを投資家が確認するためにも、取締役会や指

名委員会・報酬委員会と同様に活動状況を開示することが望ましい。 

 

③指標・目標のモニタリング、戦略などにおける気候変動リスクの考慮 

ISSB の公開草案では、ガバナンス機関の機能として、取締役会や委員会が重大な気候関連リ

スク・機会に関連する目標やその進捗状況をモニタリングする方法や、気候関連リスク・機会を

経営戦略などの監督の際にどのように考慮するかについて開示することが求められている。 

本稿の集計対象のうち半数近く（202社）が、ガバナンス機関の気候変動に関する指標や目標

の設定に関する審議、進捗の把握・管理などについて言及していた。また、ガバナンス機関が気

候関連リスク・機会を企業の戦略などに反映していることを示している企業は 118社であった。 

気候変動への取り組みと事業の計画や戦略を結び付けることや、その進捗を測るための KPI

をモニタリングすることはガバナンス機関の重要な役割である。ガバナンス体制を整備する際

に、これらの役割が取締役会の責任として確保されているか、例えば任意の委員会がそれらに

ついて審議を行い取締役会に答申等を行う体制となっているかを確認しつつ、その旨を開示す

ることが期待される。 

①～③を踏まえ、例えばニッポンハムグループでは、サステナビリティに関する方針などは取
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締役会で審議・決定しており、それに先立って任意の委員会である「サステナビリティ委員会」

で検討を行っていることを開示している（図表 3）。サステナビリティ委員会は社長を委員長と

し、メンバーとして社内、社外の取締役を置きつつ、監査役をオブザーバーとしているほか、社

外の有識者からの意見も得ており、多角的な検討が行われている。サステナビリティ委員会は

環境目標を管理しており、下部組織である ES（環境・社会）部会や TCFDタスク会議を通じて戦

略の事業本部への落とし込みやシナリオ分析の検討が実施されている。こうした各機関の役割

の開示に加え、会議体の開催日程や主な審議内容についても具体的に示されている。このよう

な他社の開示も参考にしつつ、ガバナンス体制の整備や開示を進めていくことで投資家のニー

ズに応えることができるだろう。 

図表 3 ニッポンハムグループにおける気候変動に関するガバナンスの開示 
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（出所）ニッポンハムグループ「統合報告書 2022」より一部抜粋 

 

④役員報酬 

ISSB の公開草案では、気候変動に関する指標や目標が報酬方針に含まれるか、およびどのよ

うに含まれるかの開示が求められている。また、TCFD の基準でも気候変動に係る指標に関連す

る役員報酬の割合の開示が推奨されている。 

TOPIX500採用会社のうち、48社が役員報酬の決定において温室効果ガス（GHG）排出量や削減

量を勘案していることを開示していた。また、気候変動と直接関係しているわけではないが、

ESG に関する外部評価（例えば ESG 銘柄として選定されたかどうかや、CDP（環境に関する企業

の開示に基づいてスコアリングなどを行う ESG 格付機関）による評価など）を考慮している企

業も 34 社見受けられた。また、具体的な指標に言及していないが、ESG に関する目標の達成度

や取り組みを総合的に勘案している企業や定性的な評価を行っている企業は 68社であった。 

現時点で役員報酬の決定において気候変動に関する指標を考慮している企業は多くない。た

だ、役員報酬方針にこうした指標を含めることで、気候変動への取り組みに向けた経営陣のイ

ンセンティブが確保されていることを示すことが可能となる。将来的な気候変動の開示拡充に

向け、役員報酬の設定やその内容の具体的な開示を検討することが有効であると考えられる。 

 

（２）リスク管理 

気候変動に関するリスク管理については、TCFDでは図表 1（前掲）の通り、気候関連リスクの

特定・評価、管理のプロセスや、それらのプロセスが企業全体のリスク管理にどのように統合さ
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れているかを記載することが推奨されている。ISSB の公開草案でも同様の内容についての開示

が求められている。 

これらの各内容について、情報開示を行っている TOPIX500採用会社数は図表 4の通りである。

（１）のガバナンスと同様、気候変動に関する記載や TCFD に沿った記載がある場合のみ集計を

行っており、リスク管理に関する記載がある場合であっても気候変動や脱炭素、地球温暖化な

どについて言及していない場合はカウントをしていない。 

図表 4  TOPIX500採用会社における気候変動に関するリスク管理についての情報開示の有無 

 
（出所）各企業の任意開示書類より大和総研作成 

 

気候変動リスクによる企業への影響について検討し、取り組みを行い、進捗をモニタリングし

ていくためには、気候変動リスクを特定・評価する体制やプロセスが確立されていることが必

要である。TOPIX500 採用会社のうち、気候変動リスクの特定・評価プロセスを開示している企

業は 232 社であった。TCFD の基準からも、リスク特定・評価の体制やプロセスを開示する上で

は、特定・評価に関わる機関の説明や重要度の評価方法・基準などを明確化することが重要であ

ると考えられる。 

また、特定・評価した気候変動リスクに対する取り組みやその重要性に関する意思決定を行う

体制・プロセスを開示することも TCFDの基準で求められている。TOPIX500採用会社のうち、気

候変動リスクの管理プロセスを開示している企業は 274社であった。 

さらに、例えば企業全体のリスクをマネジメントするための委員会や部署などにおいて気候

変動リスクが他のリスク管理とあわせてどのように管理されているかなど、企業全体のリスク

管理への気候変動リスク管理の統合について開示している企業は 277 社であった。企業全体の

リスク管理の中で、気候変動リスクについても同様に管理を行っている旨や、気候変動リスク

に関する意思決定のプロセスを開示している企業が多く見られた一方で、気候変動リスク単体

について特定・評価のプロセスや他のリスクとの相対的な重要度を測るための基準・方法を開

示している企業は比較的少なかった。 

例えば、J．フロント リテイリングでは、「サステナビリティ委員会」で気候変動リスク・機

277

274

232

0 100 200 300

企業全体のリスク管理への統合

リスク管理のプロセス

リスク特定・評価のプロセス

（社）
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会の識別・評価や対応の検討、進捗のモニタリングを行っていることや、特定したリスク・機会

の重要性を「自社にとっての影響度および発生可能性」と「ステークホルダーにとっての影響

度」の二軸で評価していること、「リスクマネジメント委員会」で環境リスクを他のリスクとあ

わせて優先度に関する検討を行っていることを示している（図表 5）。 

図表 5  J．フロント リテイリングにおける気候変動に関するリスク管理の開示 

 
（出所）J．フロント リテイリング「サステナビリティレポート 2021」より一部抜粋 

 

３．有価証券報告書での開示に向けて 

DWG 報告では、有価証券報告書にサステナブル情報の記載欄を新設し、サステナビリティに関

する「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」を開示することが提案されている。

気候変動に関しても、企業が業態や経営環境等を踏まえ、気候変動への対応が重要であると判

断する場合にこの記載欄で開示をすべきとされている。 

気候変動情報の開示は、対応の重要性の判断によるが、気候変動リスクに対する投資家の意識

が高まっている中、わが国でも 2050年にカーボンニュートラルを達成することを目指しており、

炭素税や排出量取引などのカーボンプライシングの段階的引き上げなども議論されている。特

に GHG 排出量の多い企業を中心に、幅広い企業にとって気候変動対応の重要性は高いものと考

えられる。 

中でも、「ガバナンス」と「リスク管理」については、DWG 報告で「企業において、自社の業

態や経営環境、企業価値への影響等を踏まえ、サステナビリティ情報を認識し、その重要性を判

断する枠組みが必要となる観点から、『ガバナンス』と『リスク管理』は全ての企業が開示する」
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とされている。リスクそのものを開示するか否かにかかわらず、気候変動に関するリスクの有

無を認識し、その重要性を判断する体制・プロセスについては、これを整備し、その内容を投資

家に向けて明らかにすることが期待される。 

本稿で確認した通り、ガバナンスのプロセス、各機関の役割やメンバーを開示している企業が

多く見られた。まずはこれらの情報の開示を検討することが考えられる。リスク管理について

は、企業全体のリスク管理体制の中での気候変動リスクの管理を説明するだけではなく、気候

変動リスク自体の特定や評価をどのように行っているのかについても開示することが望ましい。

上場企業等は他社の開示状況なども参考にしつつ、積極的な開示を進めていくことが期待され

るだろう。 
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